
地 方 分 権 推 進 体 制 の 維 持 に 関 す る 緊 急 要 望  

 

 平成１２年４月には、地方分権一括法が施行されるが、これ

は、わが国の地方自治制度にとって戦後の改革に次ぐ大きな改

革であり、その実現について、地方分権推進法及び同法に基づ

き設置された地方分権推進委員会の果たした役割は誠に大きな

ものがある。  

 しかしながら、地方分権推進法は平成１２年７月で効力を失

い、これに伴い、地方分権推進委員会もその存立の根拠を失う

こととなっている。  

 もとより、地方分権一括法による改革は、国及び地方の行財

政全般にわたる大改革であり、その施行後において適切な運用

が定着するよう、地方分権推進委員会による監視機能を引き続

き維持すること等の方策が講じられることが重要である。ま

た、国会における附帯決議にあるように地方税財源の充実強

化、更なる地方への権限移譲の実現を図ることも必要である。  

 このため、国においては、地方分権推進法の期限を延長し、

その推進体制を維持されるよう強く要望する。  
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